
在 宅 酸 素  

 

高度慢性呼吸不全の患者で在宅酸素療法を受けている患者  

個別指示の例 包括的指示の例 

鼻カニューレ 2ℓ/分 

患者の状態の悪化 
呼吸苦 
口唇・四肢末梢のチアノーゼ 

この状態が長く続くと呼吸困難・意識消失に陥る 

このような場合、訪問看護師は医師に電話で患者の状態を報

告し、口頭で指示を受け、酸素流量を上げ、後から指示書に

指示をもらっている。 

安静時 鼻カニューレ 2ℓ/分 

活動時(排便・散歩など) 

鼻カニューレ 2ℓ/分～5ℓ/分まで 

状況に合わせて調節可 

活動による酸素消費量にあわせて、酸素量を

調節できることにより、呼吸困難に陥ること

なく、日常生活にも支障を来さない。 







医療保険における取り扱い(在宅医療で使用できる薬) 
 
（注射薬品の投与） 
（１）自己の診療中の患者が遠路により通院が不可能であるとの理由で、患者の要請のま

まに注射薬品を投与することはインスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え

活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因

子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含

む。）、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホル

モン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、インターフェロンアルファ製剤、イン

ターフェロンベータ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、塩酸モル

ヒネ、抗悪性腫瘍剤、ソマトスタチンアナログ、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、

グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生

理食塩液及びプロスタグランジンⅠ２製剤を除き認められない。患者の通院が真に不可

能である場合はまず内服薬を投与すべきであるが、注射が必要欠くべからざるもので

ある場合は、往診して治療すべきものである。 
 
（２）自己の診療中の患者で１日数回又は隔日注射が必要欠くことができない症例に対し

て、遠路という理由により患者あるいは保健婦に注射薬（インスリン製剤、ヒト成長

ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因

子抗体迂回活性複合体を含む。）、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄

養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、インターフ

ェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレ

ノルフィン製剤、塩酸モルヒネ、抗悪性腫瘍剤、ソマトスタチンアナログ、ゴナドト

ロピン放出ホルモン誘導体、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用

透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液及びプロスタグランジンⅠ２製剤を除く。）を投与

し、町村の保健婦の指導のもとに注射せしむることは認められない。保険医が往診し

て治療すべきものである。 
（保険局医療課長通知） 



Ⅱ　看護師等が行う静脈注射
１．医師の認識
(調査対象)　全国の病院から病床規模に応じ無作為抽出した900病院の中から回答

　　　　　　のあった247の対象病院に勤務する医師。　　　　　

○　94％の医師が看護師・准看護師に静脈注射を指示している。
○　その理由は、看護職員には静脈注射実施の能力がある、医師
　　の多忙さなどである。
○　95％の医師が看護職員の静脈注射実施は相対的医行為と受け
　　止めている。
○　静脈注射の範囲は静脈注射（88％）、点滴静脈注射(93％）、
　　輸血(49％）である。
○　静脈注射を実施する看護職員の能力が「現状では不足」と回
　　答した割合は約50％で、薬剤知識、感染・安全対策、法的責
　　任である。　

　看護師ができる静脈注射の範囲
　　　　

　　　　回答数233件（複数回答）

点滴静脈

注射

件数 204 217 113

割合 87.6% 93.1% 48.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生科学特別研究事業　静脈注射実施における教育プログラムの開発（Ｈ13）

静脈注射 輸血

全面的に看護師・准看護師に実施させていると
回答した医師が静脈注射を指示している理由

（N=93、複数回答)
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(N=115、複数回答）
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２．看護管理者の認識
(調査対象)　全国の病院から病床規模に応じ無作為抽出した900病院の中から回答

　　　　　　のあった301の対象病院に勤務する看護管理者。　　　　　

○　90％の看護師・准看護師が日常業務として静脈注射を実施。
○　60％の施設では静脈注射マニュアルを看護部で作成。
○　52％の看護管理者が「静脈注射は診療の補助業務の範囲」と
　　している。また65％の看護管理者は「静脈注射の実施は看護
　　職員の職務である」とスタッフが思っていると回答。
○　看護職員が静脈注射を実施するための能力不足を48％が感じ
　　ており、薬剤知識、法的責任、患者の状況の判断が必要とし
　　ている。

静脈注射を日常業務としているか否か
(N=301）
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静脈注射マニュアル作成の有無
　　(N=301）
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看護職員が静脈注射を実施するには
能力不足があるか否か　　(N=301）
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看護職員の能力の不足面
（N=145、複数回答）
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３．訪問看護ステーションの管理者の認識
(調査対象)　全国の訪問看護ステーションから無作為抽出した300の訪問看護ステ

　　　　　　ーションの中から回答のあった171の訪問看護ステーションの管理者。　　　

　　　　

○　60％の訪問看護ステーションでは静脈注射を実施。
○　85％の訪問看護ステーションでは静脈注射は利用者のニー
    ズとして必要と回答。
○　法的・教育的条件の整備がなされれば看護師が静脈注射を
　　実施することに賛成と回答したものは86％である。

　　　　　　　　　厚生科学特別研究事業　静脈注射実施における教育プログラムの開発（Ｈ13）

訪問看護師が静脈注射を実施しているか否か
(N=171）
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看護婦が行う医療行為（静脈注射）の解釈について 
 
○ 昭和２６年に国立鯖江病院で起きた注射禍事件については、昭和２６年１

１月５日、福井県知事からの看護婦による静脈注射の実施の是非に関する

疑義照会に対して、当時の厚生省は「静脈注射は、薬剤の血管注入による

身体に及ぼす影響の甚大なること及び技術的に困難であることというの理

由により、医師又は歯科医師が自ら行うべき業務で、保健婦助産婦看護婦

法第５条に規定する看護婦の業務の範囲を超えるものである」との回答を

行っている（医収第 517 号、各都道府県知事宛厚生省医務局長回答）。 
 
○ 一方、この事件について、裁判においては、名古屋高等裁判所金沢支部か

ら「看護婦は保健婦助産婦看護婦法第５条・第６条・第３７条の各規定に

徴すれば、主治の医師の指示する範囲においてその診療の補助者として、

傷病者に対し診療機器を使用し、医薬品を授与し又は医薬品について指示

し及びその他医師の行うことのできる行為をすることが許されているもの

と解すべきであるから、看護婦は医師の指示により静脈注射をなすことは

当然の業務上の行為であるといわなければならない。」との判決が出され

ている。 
 
○ この判決については、弁護側の上告に対し、最高裁は上告を棄却して「看

護婦が医師の指示に従って静脈注射をするに際し過失によって人を死傷致

した場合には刑法２１１条（業務上の過失）の責を負わなければならない

とする原審の判断は正当である」と、高裁の判決を支持している（最高裁、

昭和２８年１２月２２日）。 
 
＊ 「私たちの法律」（清水嘉与子著）抜粋 

「このような経緯もあり、昭和３８年頃には、厚生省内で従来の行政解釈が

再検討された経緯がある。(中略)しかし静脈注射は保助看法第 37 条適用外の

行為であるとした昭和２６年の行政解釈により、看護婦にまかされていた静

脈注射の件数が減り、直接患者の世話に力を注げるようになった現場が崩れ

てしまう、さらにこれまで看護婦が行っていなかった業務も次々に診療の補

助行為として行わなければならなくなる恐れがある、など看護関係者から反

対の声は大きく、今日まで前述の行政解釈は改められていない。」 
 
＊国立鯖江病院注射禍事件 

  国立鯖江病院において看護婦が医師の指示によりブドウ糖を静注すべきところ、薬液を取り違えてヌ

ペルカインを静注して患者を死亡させた事件 






